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平成28年5月2索臼
局統括国有財産管理官(1) 殿 事務連絡鑑第 30 号

上記のと湖審査を了したので通知します｡首席国有財産鑑定管 池露耕鋤

近畿財務局
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起案者 整理番号
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依頼部局 局統括国有財産管理官（1ゾ 目的 売払 ●

財産の所森地 豊中市野田町鴻馴番
鱗

沿 革 一 口
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価
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㎡当たり
単価

総額

評室価格
<総額）

蝋 x不動産鑑定士葛恩務詩鮫

幽鷺 鴬！ 建爾心
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種別，類型

価格時点

その他条律

(種別〉 住宅地域(住宅地〉 令 （類型） 更地 ●

平成堂8年4月1 富 あ

1．対象確定条件竃
e

権利の態梯借地契約は価格形成要因から除外し､『更地』として評価する考
平成27年5月29日付｢国有財産売買予約契約窪』第4条によ砿更地価格』
とされているため。

●

2.地域要因叉は掴別的要因{二ついての想定上の条件あ
地下埋設物については､樋格影成要因から除外する｡翁， Ⅷ
地下埋設物撤去及び処理費用は別途算出されており､鑑定評価書の利用者
の利害を害するものではなく､実現性･合法性からも妥当と判識されるため参
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綴算額捲反映した場合の意見価格は、
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本省等との
意見交換

なし●

’I

整理番号 担当者

1 0 中川覇 1
1

財産の所在地〈地番）

原稲提出期限

§ 畠定書提出期限

評価の類型
グ

豊中市野田町1501番●

平成28年5月20B ●

平成28年5月31国 ●
ロ
ロ

香
香
岨
咽
適
適

更地●

価格時点

委託先

担当鑑定士

平成28年4月1 日

山本不動産鑑定士事務所
《

山本健爾
①

区分 種別 数量 摘要
鑑定評価額

㎡当たりの単価 総 額

土地
ロ

建物

工作物

立木竹

b
宅地 ●

住宅建

工作物

立木竹

8‘770.43淵

延べ 一 前

一

ー 本

109‘000●円
－

円

－

円

一 円

956,000,000●円
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評定価
■
４
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審 査 内 容
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項

1鑑定評価の基本的事項

〔
も

、対象不動産の表示(所在峰地番･地積【公簿′実測】）

②価格時点､実査臼､鑑定評価を行った年月日との関係

③対象不動産の権利の種類及び種別･類型

④価格の種類

2不動産鑑定評価
C●

①一般的要因の分析（地躍動向等）

②地域分析(市区町村の概要､市場の特性､近隣地域の状況）
● ■

I

③ 個別分析(対象不動産の状況､競争力､最有効使用の特定）
口
車

④鑑定評価方式の適篇(比較法､収益法､開発法､公示地等規準）

僖薑悪霊壽
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なし。

なし●
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總艤辮職職溺職義識鮴澱殆亭映した場合の意見価格は･剛伽加0円。

契約解除の
理由､工期
延長等の
理由

なし
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標準地｡基準地検素システム～国土交通省地価公示･都道府県地価調査～〈検索結果表示〉 l/1ページ

標準地･基準地検索システム
土地緯合績報ﾗｲブﾗﾘｰ 土地健合傭報ｼステム 土地･漣設産薬局

1重~葹珂i藤諒箙涼1 1百砺燕燕響鬮撚撫薑｡…""’‘”

TOPシ検溌対象地域選択〉検索条件指定シ検索総果表示〉詳網績報
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都道府県地価調査

検索結果表示

一－，．－－－－◆一一●一◆一・一一一一一一一一号 色 ‘一 一一一一一や●

府塾中市〔対象〕都遊府県地砥鯛査〔鯛査年〕平成27年〔用途区分〕
一一一一一一一一南－ーぬ坪一一一C－争毒△．.守一一つ一一.､－－－．一々一

一●◇一一一一句

検索条件:〔地域〕大飯
－－－－

検索結果1件中1～1件目を表示中

『詳織を開<1』ポﾀﾝを押すと､地価購報の詳細構雑が褒示されます｡

舗滋府県地侭鰹査 鮮細を閉じる↓
翁
トー－

---斗
灘ず愚

○
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稔穣2-15－幅

一 －
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－

－ー
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二二三二コ－

－－－－－ー◆一一一一÷零二一s-二二一二＆二 三一-三ﾆ ﾆﾆ 一

豆二二二二二二二二二二二二1一一一－ー

一◆－一－一一一一 ▲杢竜~今些 △ ﾕ 冒彗＝ーゆー一一一一＝－■冬◆＝一一一一､二 岸一一一●一色－－－＝

[琴董添][言竃室]田I茨童言汀姦涼亨1

掬定容菰率を上回る容積率を使用することを前提に価格を決定した地点は､指定容稜率の次に★を表示．

プライバシーポリシー リンクについて｡苓作機･免箕率項
<ア……'……‘‘"，‘……或緬."雇騨”

http:"www.land・mlit.gojp/landPrice/SearchServlet?MOD=1&nen_check=new&tounenkakakU__eom=…2016/05/20

灘雛地養号

所在及び地番

住居表示

僅棚円ﾉ､り

地捌､ツ

利用区分蝋犠遼

利用衷況

周辺の土地の利用理現

前薗迅践の我鍵 北●”溌市箆町村遂● その他の擾薗過路

凧趣区分.富度地区､防火。

顔防火

都市計画区域区分

舜林渋､公園塗、

窟然環塊等

平或”隼7期賞 ●

交通施段､蔑戚 。 阪急庄顔1,2"級

形状(侮画:奥行き） 台形《1.0:1.句

給排水等牧況 ガス・水通・下水
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標準地｡基準地検索システム～国土交通省地価公示｡都道府県地価調査～＜検索結果表示＞ 1/1ページ
●▲

標準地･基準地検索システム
土地総合領報ﾗｲブﾗﾘｰ 土地総合糖報ｼｽﾃﾑ 土地･謹股産業局

瞳導劃海鰄塁､fl瞳霊燕蕊I轡国土交通省
一脈mifWy@f"戯岫他沌姻蹴嘘.弥酋耐坤1“｡y“§”

TOP>枝索対錬地域選択〉検索桑件振定〉検索結果表示＞群議傭報

検索結果表示

一一 一－－－－

〔対象〕地価公示〔鯛査年〕平戒28年〔露途区分〕全て〔地価〕185千円／ma～185千円/nf
一一＝－つ－－－つ-画一一 』－面

検索結果3件中1～3件目を表示中

『詳細を開く↓jポﾀﾝを押すと､地価構紐の詳細情報が表示されます。

＊

園土交通讃地価公示 鮮報を閥く↓

<ワ

秒

国土交通省地価公示 詳細を閉じる↓

9 ’

蟇霊蚕室一言~一一一雪~壱一f=亨一=~=一一一=宇ｰｰｰｰｰｰ=~~=一一一一一号=~弓言Zl

團土交通省地価公示 鮮細を閲<↓

E三画ヨ囲田[塵]唾菫］
掬定容積率を上園る容積率を使用することを前提に価描を決定した地点は､指定容積率の次に★を表示･

プライバシーポリシー リンクについて･蕃作根，免責事壌c抄p””$尋9”9ML汀』a“n.AW偲輔1“R”唇一句凶・土覗・唾画鍾蔑鍵

http:"www.landmlit｡gojp/iandPrice/SearchSeMet?MOD=0&nen_Check=new&tounenkakakU_aOm=｡"2016/05"0

秘準地番号 豊中･5 i胸遥蕊蝋固 竿賎22鍛月1日

所在及び地猛 大版膚豊中市曾根南町2丁目1S5s11地図で靴膝る

住居表示 曽根南町2－3－鞭

価棚円加り 186‘“蝋円ﾉm2) 交通雄殿､寵離 曽樋、57cm

紬棚､ツ 161伽り 形状(捌口:奥行き） (1‘“.2）

利用区分､視趣 建物などの敷地､W《木遣)2F

狼曝％ l警号 鼠中-1G あ 鰻壷基準日 ,平成28年燗1日●

所在及び地密 大腫溌夏中市庄内西町2丁目“警ら磯園で徳腿する

住層表示 窪内西町2－7－5

債糊門鰄噴) 18瓢蝋門ﾉm3) の ‘ 。 交通臓股､腫離 庄内宇30” 頓

地翻､厳） 134(mりの 形状側働喚行を） (1.0:”）

利用区分蕊楢遮 建物などの敷地､S<鉄侭追)3F

利用現蕊 共働住宅 ’ 紬捗水辱状況 ガス・水遭”下水

周辺の土地の利扇現況 一般住宅の中にアパートも見られる住宅地域

前面遡賊の状湿 東●4.”ロ市道 ● その他の扱囲退路 凸 卓

用途区分､高度鑓区､防火。

醜防火

都市計画区域区分 市街化区域

漣林茂.公園法、

自餓風塊等

錐定癖侭書

撤準地番号 固中･'8 狽迩益準臼 平成28年1月1日

所在及び地養 大飯府量中市北条町1丁目43番8地図で識腿する

住居表示 北衆町1－19－26

値桧(円ﾊwF) 185@O00(円M 交遜施蝕､寵醸 鰹部天神、950m

地榔ma) 133伽り 影我側ロ:奥行き） (”;1.2》

利用区分､樽近 建物などの獄地､LS(軽量鉄骨遣)2F
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件
名

不動産鑑定評価書（原穂）の審査依頼について 文書番号

近財(事)統1第616号

伺
い
文

別紙1参照

起
案
一
分
類
名
称
一
取
扱
区
分

起案圏 平成2雛畠5月20日

部署

財務省近畿財務局管財部
統括国有財産管理官1

起案者 清水良岳

連絡先

大分類 平成28年度公共調達関係

中分類 契約

名称(小分類） 不動産鑑定士等鑑定評価契約

秘 §蕊分 なし

秘密期間終了臼

指定事由

一
決
裁
一

施
行
落
付
辻
保
存

受付臼

決裁処理期限臼

決裁ヨ

施行処理期限臼

施行臼

施行先

施行者

取扱上の注意

機密性格付け

取扱制限

行政文書保存期間

保存期間満了時期

平成28年5月20臼

首席国有財産鑑定官

統
l

q舌国有財産管理官（1）

2

８
Ｕ
ｇ寺定員以後5年

決
裁
・
供
覧
欄

近畿財務局管財部統括国有財産管理官1
池田鏑（統括国有財産管理官） 【済】

近畿財務局管財部
三好泰介（上席国

近畿財務局
石原昇（園

蕊騨鐇管議
1

管財部統括国有財産管理宮1
有財産管理富）桐報】

近畿財務局管財部統括国有財産管理官1
濱野圭佑鯛報】

備
考

x雷剛可：半跳zU率3月ユ｡圃
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平成28年5月20国付で提出のあった下記財産に係る不動産鑑定評価書
書に基づき審査願います。

記

賑
型
基
鮎
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番１○５１
ル
町
卜
田
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メ
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方
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地
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(原稿）について、別添仕様
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現 も



峨溌，
一

）

鑑定第76GSO40S号

平成塁S年5月馴圖

支出負担行為担当官

近畿財務局総務部次長殿

大飯市中央区南久宝寺町1丁園9番1号

ルート船場ビル603号
電話06-6271-2855､ﾌｧｯｸｽ06-6170-2854

山本不動産鑑定士事務所

代表 山本 健爾

p

不動産鑑定評価書

平成28年4月22日付近財統一1第442号で依頼のあった不動産の鑑定評価につ

いては、次のとお甥報告します。心
記

，

担当不動産鑑定士

本件価絡等調査漣当たっては、富己又は関係人の利害の有無その他いかなる理由に

かかわらず、公正妥当な態度を保持し、専門職業家とむての良心に従い、誠実に不動産

の価格等調査を行った。



一鑑定評価額及び価格の種類

※上記鑑定評価額は後記扇鑑定評価の条件麦前提とするものである．

里対象不動産の表承

(所有者>国

(権利の種類)所有権

で"）
三,鑑定評価の条件

1．対象確定条件

物的事項としては､下記2.地域要因又は個別的要図についての想定上の条件に係る

事項を除いて、対象不動産の綴格時点における状態を所与として評綴するものである。

また､権利の態様の事項として貸付入国と借受人学校法人森友学園との間で締結さ
れている借地契約は本件評価において価格形成要悶から鍵外する。

なお、当該条件1量ついては下認事項を総合的に考慮して鑑定評価霧の利用者の利益
を害するものではなく、実現鷲や合法性の観点からも条件付加の妥当性を砿認した、

①平成27年5房29日付『国賓財産有償貸付合意醤j第4条(寶受{ﾅの特約)にお
いて.貸付期間満了前{こ繕受入は当該契約を終了し､買い受けることができるものと
規定されていること。

②上記①の貢受けの鮮細についてば平成27年5月29日付r鬮有財産売買予約契
約書』第4条により更地綴格とされていること。

従って、対象不動産は、建物等の定着物がなく､かぅ、使鯛収益を制約する擢利の付
蒲していない宅地、すなわち『麗地』として評価する。

2，地域要因又は個別的要園についての想定上の条件

地下埋設物として廃材、ピニール片等の生活ゴミが確認されているが、本件評価にお
いて価格形成要因から除外する｡

当該条件I堂づいては下記事項を総合的に考慮して鑑定評価書の利用者鋤利益を害
するものではなく、実現性や合法性の観蕊からも条件付雛の妥当性を礎認した。

(1)地下窪設物撤去及び処理費用は剥途依頼者において算出されていることから､現実
の価格形成要因との相違が対象不動産の価格に与える影響の程度について鑑定評
緬書の利用者が依頼屋的や鑑定評侭書鞠利用目的に対応して富ら判断できること。
なお、『宮ら判藤することができるjとは価格に与える影響鹸程度等についての概略の
認識ができる場合をいい鶴条件設定に伴い相違する具体釣な金額の把握までを求める
ものではない。

(2)依頼の背景を毒虚すると｡公益性の観点から保守的に地下埋設物を全て撤去するこ
とに合理性が認められるものの、最有効使用である住宅分譲に係る事業採算性の観

｡《｡ ．）、.､一
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点からは地下埋設物を全て撤去することに合理性を見出し難く、正常価格の概念から
逸脱すると考えられること。

3.調査範麹等条件

無し

4.その他の条件

評価数量は実測数量を採用する。

四鑑定評価の依頼目的

1 ．依頼冒的

売払い

2.依頼者以外の提出先等

(1)依頼者以外の提出先:無(.，

(2)依頼者以外への鑑定評価額の開示先:無し

〈3>鑑定評価額の公表の有無；無し

※後圖、本鑑定評価書の依頼者以外鰯擬出先著し<は開示先が広がる場合、又は公表

する場合には、当該提出若しくは開示又は公表の鱗に当所あて文書を交付して当所
及び本鑑定評価の担当不動産鑑定士の承諾を得る必要がある。

0

五鑑定評価の依頼舅的及び依頼圏的に対応した条件と価格等の種類との関連
本件鑑定評価は､上記依頼言釣及び条件により、現実の社会経済情勢の下で合理

的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格
を求めるものであり、求めるべき価格の種類は正常価格である。

価格時点及び鑑定評価を行った年月日
点価 格 時 平成28年4月1日

実 査 日 平成28年4月27日

鑑定評価を行った年渇臼 平成28年5月20日

《
ハ

0
七鑑定評価上の不明事項に係る取甥扱い及び調査の範囲
特筆すべき事項はない。

八鑑定評価額決定の理由の要言

別紙『鑑定評価額決定の理由の要旨jのとおり

九関与不動産鑑定士及び関与不勤産鑑定業者《二係る利害関係等

1．関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者の対象不動産に関する利害関係等
関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者の対象不動産に鶴する利害関係又は

対象不動産に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無：いず
れもない。

2．依頼者と関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者との関係

2 ｛



依頼者と関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者との間の特別の資本的関係、

人的関係及び取引関係の有無:いずれもない。

3．提出先等と関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者との関係

本鑑定評価書が依頼者以外の者へ提出される場合における当該提出先又は本鑑定

評価額が依頼者以外の者へ開示される場合の当該相手方と関与不動産鑑定士及び関

与不動産鑑定業者との間の特別の資本関係、人的関係及び取引関係の有無:いずれも

ない。

＋震与不動産鑑定士の氏名

山本不動産鑑定士事務熊不動産鑑定士山本健爾

十一依頼者及び鑑定評価書が依頼者以外に提出される場合における当該提出
先の氏名又は名称

1依頼者支出負担行為担当富近畿財務局総務部次長殿

2依頼者以外の提出先。無ど~）

十里購属資料

1． 位 置 図

2， 周 辺 図

3． 公 図’

4． 換 地 図

5． 測 量 図

6． 開発想定図

7． 現況写真

8． 全部事項証明書

9． 事例等時点修正率算定根拠

10． 履歴管理票

U

十三不動産鑑定士等の役割分担表

3

業者

分類
業者名

不動産鑑定士

の氏名

○署名不動

崖鑑定士
業務内容

の

受議

業者

山本不動産鑑
定士事務所。

不動産鑑定士

山本健爾

○

"鑑定評極の基本的

事項の確定から鑑定

評価額の表示に至る

鑑定評価の全ての段

階

･受託審査、鑑定評価

報告書の審査



(別紙）

鑑定評価額決定の理由の要旨

－基本方針

1．対象不動産の確認

〈1>物的確認

●調査臼

実地調査臼：平成28年4月27国

実地調査を行った不動産鑑定士等:山本健雨

立会人：財務省近畿財務局管勤部

統括国有財産管理官溌霞様

実地調査を行った範囲:外部観察及び現地踏査
市役所等調査臼：平成28年4月27．日

●確認に用いた資料

全部事項証明悪、公図、換地図”測量図、住宅地溺等

●礁認賓料との無合及び照合結桑

位置､形状､矛ﾘ用状況等について概ね一致することを確認した。

●評価上採用する数量
実測数量〈登記記録と同じ)

<2>権科の態様の確認

所有権(所有者国）

○

※平成26年9月12臼付全部事項証明書記載事項について平成28年4月26園に登記

情報提供サービスにより確認した。

※平成27年5月29震付『国有財産有償貸付合意書jに記載されている通穆、学校法人

森友学園を借受人として借地契約が繍結されているが、鑑定詳緬の条件として当該

事項は考繊外としている。

2．対象不動産の種別及び類型の判定

（1）地域の種別・土地の種別

地域の種別． 曾住宅地域

土地の種別 ：住宅地
0

<2>類型

更地

4



3．鑑定評価方鏡繊遮用に関する事項

下表鋤方戒め適謂により求めた試算価格を調整して”鍛象不動産の鑑定静価額を決
定する．

0

｡

筋

手 法 原価法
駁副事例

比較法

収益還元法

(土地残余法）
開発法

試算価格 積算繊格 比準侭格 収益価格
開発法

による価格

適用の爾否

､

I

非適鯖 適用 非鐘用 適調

非 適 謂

的 理 麹

既成市街難に

存する運とから

適用鋤余地は

無いため。

－

投資採算性に

ついては鰯発法

にて検討するた

め 勘

－

手 鱸 ー

標準霞地鱒綴

籍寒取引事例

比較法により求

絢､これに鋪象

不動産の個溺

鋪要函の比較

を施して比準価

籍を試算する。
q●

一

■
ぜ
、
Ｐ

対象不動産に

ついて戸建分

譲地地

想定し

入

の瀕発

宝し、分譲

鋤現髄か

歳費及び

、

造成費

壷

収

ら

飯

管賛等の現価

を捜除して、開

発法による価格

を試算する．



二価格形成要因の分折

1，一般的要因の分析(経済情勢と地価動向）

(1)日本経済の動向

平成20年9月に発生した世界同時不況以降、日本経済も停滞を続けていたが、平成

24年12月の富民党の衆議院第1党の返り咲きを契機に発動した一連の経済政策、いわ

ゆる『アベノミクスjにより、大幅な円高修正や株価上昇等が発生し、景気は回復軌道へ

修正された。

その後､平成26年4月の消費増税の反動で景気に停滞感も見られ、近時でもその影響

を引きずりつつも､緩やかな回復基調が続いている｡先行きについては､虐用や所得環境
の改善傾向が続くなかで、各種政策効果もあって、景気は緩やかな回復に向かう星とが

期待される。ただし、中国をはじめとするアジア新興国や資源国等の景気の下振れなど、

景気の下押しリスクも内在している。

平成28年4月の内閣府による月例経済報告の総括は以下の通りである。

●消費･投資

消費者マイン脚こ足踏みがみられるものの､実質総雇用者所得は持ち直しており、個
人消費はおおむね横ばいとなっている。

個別的には、家電販売や旅行、外食が概ね横ばいとなっている一方で、小売業販売

額(2月）は前月比2.3％減であ叺新車販売台数もこのところ弱い動きとなっている。

なお、先行きは雇用と所得環境が改善するなかで持ち直しに向かうことが期待される。

設備投資は、持ち直しの動きがみられる。『日銀短観｣(3月調査>によれば、2015年度

設備投資静画において全産業及び非製造業では4年連続の増加、製造業では5年連続
の増加が見込まれている。なお､設備過剰感は､改善傾向にある。先行きについては､企

業収益の改善等を背景に、増加していくことが期待される。

住宅建設は､おおむね横ばいとなっており､先行きについても当面､横ばいで推移して
いくと見込まれる。

震易･サービス収支について、2月の賀易収支は輸入金額の減少が輸出金額の減少

を上回ったことから黒字幅が拡大している。また、サービス収支は黒字に転じている。

●企業活動と雇用情勢

鉱工業生産は横ばいとなっている。

生産め先行きは、海外景気の緩やかな回復等を背景に､次第に持ち直しに向かうこと

が期待される。

企業収益は、非製造業を中心に改善傾向にある。

また､倒産件数は､おおむね横ばいとなっている。
雇用情勢としては、雇用者数は増加傾向にあり、完全失業率も2月時点において3.3％
と、低水準で推移している。さらに有効求人倍率も上昇しており､先行きについても改善し

ていくことが期待される。

、物価と金融情勢

国内企業物価は緩やかに下落しており、消費者物価〈ゴア>についても、このところ緩や

かに下落している。

なお、消費者物価の先行きについては当面緩やかに上昇していくことが見込まれる．

臼経平均株価は、 16,800円台から;5,700円台まで下落した後、大きな振れを伴いつつ

も16,800円台まで上昇した。

なお､対米ドル円レートは112円台から109円台まで円高方向に推移した。

●海外経済

世界景気は、弱さがみられるものの、全体としては緩やかに回復している。

但し､アメリカの金融政策正常化の影響、中国を始めアジア新興国等の経済の先行き、

原油価格等の下落の影響、金融資本市場の変動の影響等について留意を要する。

てフ

p
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（2）大阪圏の地綴動礎

平成28年3月に発表された聴綴公示（1月1濁綴格時点〉について、大砿認(大阪府、

京都鱒、兵庫蕊、奈良県)にお(ずる都道府県別鋤堆価動向を下表の通りまとめた。
住宅地では、大儀癖において横ばい《里転じた一方で、大阪府以外では弱含み傾向が

続いており、欽然と'して地織に力強さを蕊出し難い。
商業地では､大阪府や京灘購において上昇鎮淘が続いており､満者とも上昇鐺が大き
く拡大している．一方、兵庫県や奈良蟻においても下落傾淘から脱しているが､未だに力

強さ｛こは欠けている。

工業地では、いずれの府県でも下落傾狗から脱してお診、上昇幅はI%未満と微小なが

ら上雲傾向へ議漣ている｡特に諭年までは下落鱈が糖対的に大きかった京都府の改善
傾向が顕著{葛なっている．

C
平成27年…平成26年1月1蕊～平成27銅罵桐の変動率

平成28年､･･平成27年1渇個～平成28年鯛順鰯変動率

《3>鐵象地域鈴地侭動向

①鶴中詣の地価動向
遜中市縫おける地価公示襟準地(艇格鋳点1爵；震》と地緬調査基蕊地(価格時点7

月#潤）の対前年平均変動率嫁下表の適謬藩ある。

価格時点に遼い地価公讃によ剥謹､住宅地鞠地価は堅調な上昇傾向が続いているも
のの、上昇幅は微小であり蕊その拡大は認められない。

一方､商業地について蛙､地綴の上昇傾向が総いている他､上昇幅も2髄を超えて拡
大している。

＠地綴公示標準地鋤対前年平均変動蕊

平成27年I潟’麓

(H26.1.1～淵27,1｡"

平戒泌年1月1日

(H27,1,1～H28.1.1)
対前年比

柱宅地鍾）
+C.4% ＋0．4％

商業地 ＋1．4輪 ＋2．1軸

＠地緬調査基準地鞠対前年平均変動率

7

<鈍〉

住§

平成27年

変灘率

地
読
一
型

平成28年

変動率

震
鍬
齋
謬

平成27年

変動率

陰地

平成鍋年

変難率

巽：

平成27年

蜜動舅
瀞
陰

膳
睡
噂 ＃

呵
凸
藤

平成28年

変動率

京都府 △，償3 △0.リ 獅通 今3鯛2 Aa4 +0鱗7

大 褒府 △綱 ±0‘0 十20 +4.2 ’ △戯3 蛸.2

兵麓県 △@.3 △0鋤3 Aai +0愚 △ ÷0.2

奈良 蕊 △0.3 △ △9．3 土0.9 △鰄 +‘.#

対前年比
平成25年7月1露

(粍25.7､1～溌溺､7,1）

零歳27年7月1厩

(H26Jo1～櫛27｡7,1）

懐宅地 ＋○.3％ +C｡5%

商業地 ÷○.5蝿 +1｡3%



②対象不動産が属する近隣地域の時点修正率

対象地域の地価と価格牽連性が認められ､規準とすべき地価公示標準地等に係る過
去3年間の価格変動率の推移は下表の通りである．

なお､対象不動産は規模が大きく､想定される市場参加者を考慮すると､用途的観点
からはやや規範性に劣ると考えられるものの、下記の通り地価調査基準地豊中〈府）
9-2との価格牽連性が高いと判断した。

当該標準地は平成26年に地価下落から脱して、横ばいになったものの、それ以降は地
価上昇への力強さに欠けており、横ばいで硬直的に推移している。

また、対象不動産の最有効使用である分割後の住宅地と地価の趨勢について相関姓

が認められる標準地等としてば特に場所的同一性を考慮して、下記の通甥地価公示標
準地豊中－16であると判断した。

これによると､地価は底堅く推移しているものの、住宅地への需要選好性が高く、地価
上昇も見られる豊中市内の住宅地としては力強さに欠けている。

、

上記の豊中市全体における地価の趨勢や規準とすべき標準地等、対象地域周辺の
地価公示標準地及び地価調査基準地の地価変動率を参考に､近隣地域の特性や需要
動向、並びに周辺の民間の取引事例価格の動向、経済情勢等を総合勘案した結果、本

件において採用する変動率を平成27年間と平成28年リ篇1日より同年4月1日まで
のいずれについても年間±0,0粥(月間±0,00％>と査定した。

,平成27年7月1ヨー平成28年4角､ 1日

土0.00％<月率）×6ヶ月＝±0.0帖(平成27年7月1日一同年12月31臼）

±0‘00％<月率）×3ケ月＝士0.0％(平成28年1月1日～周年4月1日〉

。｡‘ （1 ＋0.0軸）×（1 ＋0.0％)＝1‘00(主典旦蝕"）

・平成28年1月1日～平成28年4月1日

土0.00艶(月率〉×3ヶ獄＝±0.0％

・
ノ
ー
一

一
／
Ｉ
匙

8

基き畠地番号 豊 腰 ． (鱗
ｂ
ｐ

>9－2

所在地
豊中市I

『ボ

可
１
型
４

膳
■
談

；

責2丁自2番67外

§2－15－15』

変動率

(艶各年7

月1日〉

平成25年
や
唖
一 z成26壷

一
心
卓

平成27年

127‘000円／㎡

127,090円／減

127,○00円／㎡

△0，8％

土0．0％

±0"0％

標準地番号 豊中－16

所在地
豊中市庄内西町2丁葛41番5

｢庄内西町2-7-5」

変動率

(鏥各年1

月1園〉

国
、
《

一
Ｊ
戸
》 f26f

幸
凸
》
１

平成27を
蝉
車
一

平成284
辱
寧
心

185,0加門/nf

185,“0円／㎡

185,000F1/nf

±0’0％

土0，0恥

土0．0艶



2．地域要因の分析

(1)豊中市の概況

●沿革

豊中市は大阪府の北寵部に位置し、蕊能地域に属する。大阪市、吹田市、池田市、箕面
市､尼崎市､伊丹市に隣接している．
昭和11年10月15屋に豊中町、麻霞村、桜井谷村、熊野鬮村が合併して豊中市とな妙、

平成24年4農1日に特倒粛から中核市へと移行した。

面穂は大阪府域の総蕊積1,905.14k3.n2のうち、36も鯛km2を占める。

●人口と憧帯数の推移

平成28年4月1日の推計人口は393,688人、世帯数は170,554世帯である．

過去の推移〈推計)は下表の通りで篭入国と世帯数のいずれも平成26年に増加した後、平
成27年には減少に転遷ている。

●交通施設

西部には市域を南北に結ぶ阪急宝塚綴が､東部には市域を南北に結ぶ北大阪急行電鉄

があり、これらを阪急バスが補完するような交通網が形成されている。

また北部には大阪モノシールが市域を東西方向で横断しており、大阪国際空港や千里中
央にも至っている．

こう

(2)対象不動産に係る市場の特性

p

<3>対象不動産の位置及び近隣地域の範囲

①対象不動産の位置

②近隣地域の範囲

9

10R1S 入園〈人） 溌帯数(世帯〉

平成25年 394,004 171，027

平成28年 394．983 汀2‘225

平成27年 394，495 #70，274

同
ー

需給園
豊中泰内の住宅地域又は住宅系混在地域

市場参加

者の属性

及び行動

対象不動産の規模等を考慮もて、想定される典型的な市場参加者

は、住宅開発巨的鰯不動産開発業者であると判断した鯵

当該市場参加者は、事業採算性やこれを左右する利便性、住環境、

住宅需要選好性等を麓視して取引条件等を決定するものと考えられ

る ｡

間 一 需給

霞における

市場の需

給勤向

豊中市における住宅地需要は、従来より選好性が高く、特に住環境

や都心部との位置関係等が良好な地域では、地価が強含みに推移

している翁

なお、近時では景気に不遥明感が認められるものの、値頃感や各種

政策効果等が下支えとなって、地価は全般的に堅調かつ硬直的に椎

移している．

泣置 豊中市の南部

最寄駅

との位置
阪急窒塚線『庄内』駅よ穆北西方約77om<道路距離。以下同様〉

主たる

街路

ｃ
◆

対象不動産が東側にて接面する幅員約リ6mの市道

範囲
対象不動産が属する野田土地謹蕊整理事業区域で近鱗地域を構

成するものと判断した。（附属資料『篤辺図』参照）



(4)近隣地域の地域的特性

①衡躍

②交通･接近条件〈標準画地の間口中心を起点とする。）

(、

③環境条件及び将来の動向

(・少

10

種類 市道『穂稜菰江線」<建築基準法42条1項1号の道路）

幅員 優位 約16m

系統

連続性
やや優位 ー

構造 優位 両側にて歩道が整備されている。

叢I
丙

罰
倒
閣

'交通

}閏
中廠 阪急宝塚線『庄内』駅より北西方約770m

都心部 やや優位 『庄内』駅より『梅鬮」駅まで乗車時闇約10分

商業施設 やや優位
．『庄内』駅前にスーパーマーケットや金融機関、病院等

が存している。

教育施設 優位
市立野田小学’

市立第十中学1

麦:約360m

麦:約 200m

公共施設 中庸
旬

豊中市役所庄内出張所:約1 2km

住環境 やや劣位

一部に遊休地が見られるものの、共同住宅や戸建住宅

が建ち並ぶ住宅地域として概ね熟成している。日照や通

風､乾湿等の点では特に劣位は認められないものの、航

空機の騒音が住環境の悪化要因となっている。

街区の

状態
優位

土地区画整理事業が完了しているため、街区は整然と

しており、大規模公園や道路も計画的に配讃されてい
る 、

供給処理

施設
中庸

上 水 道“"本管整備済

公共下水道…本管整備済

都市ガス…本管整備済

地震、

地盤

の状態

依頼者提示資料である『大阪国諜空港豊中市場外用地（野田地区）

土地履歴等調査報告書〈平成21年8尾）によれば､ 1923年(大正
12年）時点で『調査地および調査地周辺は田、池沼となっている。」と

明記されている。

また、『地盤調査報告書』<平成28年リ2月）による液状化検討結果

においても、液状化の危険度が高いと判定される部分が存している。

以上の資料から対象不動産及びその周辺における地質、地盤の状

態は劣位にあ割、棺応の軟弱地盤対策を講ずる必要があるものと考
えられる。

将来の

動向

価格時点においては概ね熟成した住宅地域として共同住宅や戸建住
宅が建ち並んでおり、土地露画整理事業も完了していることから当面

現状のまま推移するものと考えられる。



p

●

q

④行政的条件

0

⑤標準的使用及び標準画地

○

11

区域塵分 市街化区域

用途地域 第一種住居地域

1

1

４
４
１

言定建ぺい率

蓄定・ ヨ &＝ 劇一 §＝ 容；
地
崗
咀
■
ゆ
一
『量 質一

60％

200艶。200%

防火指定 防火地域

その他

●庄内･豊南町地区防災街区整備地区計画

●航空法49条に基づく物件の高さ制限(進入表面TP+約59m)

●公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関
する法律第8条の2に基づく第1種区域

●空港周辺地区整備計画区域

●都市読画法第29条(溌発行為等の許可）
●豊中市土地利用の調整に関する条例

●豊中市土地利用の調整に関する条例施行規則

●豊中市開発行為等に関する手引き

●景観計画区域

●豊中市屋外広告物条例(許可区域〈一般制限区域>）

●周知の埋蔵文化財包蔵地『穂積村囲堤』

標準的

使用

価格時点においては当該地域内に戸建住宅や共同住宅が混在して

いるものの、下記事項を総合的に考慮して戸建住宅用地としての利
用が標準的使用であると判断した。

●最寄駅より時間距離にして徒歩約10分を要し、特に利便性の優位

性が求められる近時の分譲マンション市場における共同住宅用地とし
ての市場競争力に劣ること。

●航空法の規制により高さ制限が設けられ､基準容積率も200％と低
位にあることに､建築費の高止まり傾向も相俟って共同住宅用地とし

ての事業採算性の魅力に乏しいこと。

●近隣地域内において共同住宅用地として高度利用化されているの

は、市営住宅や市街地再開発事業対象建物であり、政策的に整備
された経緯があること。

標準画地
当該地域を構成する主たる街路である市道『穂積菰江線』の西側に
て接面する間口40m、奥行50m、地積2,000㎡の整形中間画地



3．個別的要因の分析

(1)土地の状態

①街路条件

②画地条件

、

③交通接近条件

阪急宝塚線｢庄内』駅より北西方約770m

④環境条件

p

12

接面方位

東

I雇員
４
．
４’卜 造

種類

識 16m

アスファルト蔀 装済、両 側 にても貴道整 蒲諺
卜
。
●

市道｢穂積菰江線』(建築基準法第42条1項1号）
※豊中市都市基盤部道路管理課(担当：井上氏）及び

都市計画推進部建築審査課(担当：田川氏）にて平成
28年4月27臼確認〈以下同様）

接面方位

北西

幅 舅

構造

種類

識 6.7m

アスファルト舗装済
》
卓
■
ｑ ﾗ道『野田町＃;5号線』(建倉唾§毒 I法倉常42条リ項1号）

接面方位

南

I
－

壜 負
０
４
■

ｐ
Ｈ§ ヌ

進
言
一

種類

約 6．7rn

アスファルト舗装済
ー

『
一QJ

フ列皇『野田町第6号線』(建築基準法倉¥42条1項1号）

規模 8,770.43㎡(評価数量）

形状 やや不整形

間口

奥行

間口

臭
４
■ 子

約 55m

約125m

供給

処理
施設

上水道

公共

下水道

市
ス
都
ガ

有東側口径"0Omm

南側口径伽50mrn

※平成28年4月27日豊中市上下水道局経営部お

客様センター給排水サービス課#こて確認

有東側口径②1100mrn(合流式）

南側口径や200I･ｿ,m(分流式汚水〉
口径め40か500.700mm(分流式雨水〉

※平成28年4月27日豊中市下水道情報マップにて確

認

有東 側口径"00mm

北西側口径の100mrn

南側口径"omm･80mm･100m
※平成28年4月22国大阪ガス㈱導管事業部マツプメン

テセンター(インターネットガス埋設管鯛査サーピスガスN

AⅥ〈ん)にて確認

地勢 概ね平坦

地質

地盤
地域分析に準ずる。

隣接不動．

産等周辺

の状態

隣接地は学校用地、道路である。

北側接面道路を挟んで名神高速道路が存しているものの､樹木の生
い茂る附帯地が介在し、遮音壁も整備されているため騒音や振動等

による嫌悪施設としての影響はないものと判断した。



⑤行政的条件

｡
※平成28年4月27国豊中市都市計画推進部都市計画課〈担当

長谷ﾉﾘI氏)等にて確認

⑧埋蔵文化財の有無及びその状態

周知の埋蔵文化財包蔵地r穂積村鬮堤｣に該当するため土木工事等のための発掘に
あたっては文化財保護法第93条に基づく届出を要する。

本件では下記事項を考慮して､当該事項は価格形成に大きな影響を与えないものと判
断した。

●当該包蔵地は線状で､対象不動産の北東端の微小な部分において指定されている

こと。

●対象不動産については試掘調査を行った経緯があり、その結果、本掘調査には至っ

ていないこと

※平成28年4月25日豊中市教育委員会事務局生涯学習課（担当田島氏）に
て確認

⑦土壌汚染の有無及びその状態
依頼者からの聴聞によると、対象不動産における土壌汚染の蕊認とその措置経緯は
下記の通勤である。

( i )平成23年捌月に対象不動産全域の土壌汚染概況調査を実施した結果、2区画から
砒素の溶出量基準超過、3区画から鉛の含有量基準超過が確認された。

( ii )平成24年2月に基準超過箇訴について土壌汚染深度方向調査を行い、単位区画

毎の汚染深度を確認した。

(iii)(ii )の調査結果を豊中市に提出し、平成25年4月26日に汚染区画5区画471,875nf

について土壌汚染対策法第11条第1項で定める形質変更時要届出区域の指定を受
ける。

､(iv>対象不動産に係る賃借人が豊中市と穂議した上で平成27年8月から10月まで当該
指定区域の土壌汚染除去工事を実施した。その結果、平成27年10月26日に形質変
更時要届出区域の指定が解除された。

このように対象不動産については価格形成に影響を与えると考えられる土壌汚染の存

在が確認されたものの、その後除去工事が行われ、土壌汚染の恐れのない土地という位

。
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区域区分 市街化区域

用途地域 第一種住居地域

1

1

ｂ
仏
嬉 嬉
園 A

■
ｊ
●
０
Ｊ
”

。
卓
｝ 率ぺ い1

，

ゆ

旨；目 ・ 』＆準容i責率

60％

200％。200％

防火指定 防火地域

その他

●庄内・豊南町地露防災街区整備地区計画

●航空法49条に基づく物件の高さ制限(進入表面TP÷約59")

●公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関

する法律第8条の2に基づく第1種区域

●空港周辺地区整備計画区域

●都市計画法第29条（開発行為等の許可）

●豊中市土地利用の調整に関する条例

●豊中市土地利用の調整に関する条例施行規則

●豊中市開発行為等に関する手引き

●景観計画区域

●豊中市屋外広告物条例(許可区域(一般制限区域)）



置付けになっている。

ここで、土壌汚染の価格形成要因としての影響に係る構成要素は、土壌汚染に対す

る措置費用とスティグマ(心理的嫌悪感)で構成されると考えられるが､前者は除去工事
が行われ､浄化は完了されているため減価要因としての影響は考えられない。

一方、後者についても、形質変更時要雇出区域に指定された範囲が471.875㎡と、対

象不動産の評価数量8‘770.43減に比Lて微小であることや形質変更時要届出区域の要
措置区域に対する汚染の深刻度、最有効使用を考慮した場合の事業期間の経過に伴う

嫌悪感の風化（減価の逓減)等を考慮すると、特にスティグマに基づく減価を講ずる必要
はないものと判断した。

⑧地下埋設物の有無及びその状態
地下埋設物の価格形成要因としての影響は、評価条件によって考慮外とされている。

⑨その他 、

特筆すべき事項はない。

(2)個別格差率の判定
、
１
ノ

マ
・
寺

一
９（

雫
ｊ

》
〃
，
ｌ
慰
粍
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増価要因

●三方路による増価

対象不動産は東側の他、南側と北西側に接面道路を有している。

対象不動産の最有効使用は、分割した戸建住宅用地であり、造成

工事に係る利便性の向上、分割の多様性に基づく有効宅地化率の

向上、分割後の画地の効用増が考えられる。

これに対象不動産の規模、側道の幅員や接道の状態等を加味して

増価率を下記の通り査定した。

減価要因

●規模過大による減価

対象不動産の地稲は8,770.43㎡であり､2,000yvfの標準画地に比
して規模が大きい。

不動産の評価においては地積が過大となり、総額が－定額を超え

ると、市場性が劣るとして減価する場合がある。

これは総額が大きくな沙、需要者が限定され、市場性が減退する結

果総額が圧縮され、単価が安くなるという市場特性を反映したもので
ある ⑥

また、開発素地の場合は事業期間が長くなり、事業収入も相応に

遅延するため当該減価率の構成要素としては、この長期化の期間に

係る割引率等相当分も含まれると考えられる。

本件では有効宅地化率への影饗琴,、 事業認間『 の差異､将来の不々
堕篁j堅2等を総合的に考慮し､更にスケールメリットの観点も加味して
規模過大による減価率を下記の通り査定した。

*＃ 有効宅地化率への影響

標準画地は 2,000 ㎡であるため、『豊中市開発行為等に関する

手引き｣や類似規模の開発素地の事例を参考にすると、有効宅地
化率は87～89％程度になると考えられる。

一方、対象不動産の地積鐘8,776.43㎡であるため、開発道路の

幅員は棺対鱗に広くなり、開発公園や防火水槽等の公益的施設も

求められる。

附属資料の開発想定図によれば鴬有効宅地化率は約76％であ



○

<3)同一需給圏に識ける対象不動産の競争力の程度

同一需給圏内の住宅霧要は総じて堅調であるものの、住環境の状態や規模等を考慮

すると、市場競争力はやや劣るものと判断した。

(4)最有効使用の判定

対象不動産の規模、交通接近条件や環境条件を考慮し､さらに近時の開発素地需要
の選好性を加味して、分割した戸建住宅用地としての利用が、対象不動産の最有効使
用であると判定l",た。

（
ソ
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戦、標準画地よ甥も11～13％程度有効宅地化率が低下している。

*2事業期闘の差異、将来の不確実性

標準画地の規模(2厩0“㎡>であれば15ケ月程度が標準的な事
業期間であると考えられる。

く

一方、対象不動蘆の規模であれば、「別表－3開発法』に示す通

り事業期織は38ケ月にも亘っており、事業収入が標準画地よりも

遅延することとなる。

事業収入や支出のキャッシュフローを考懲して事業期間長期化

による逸失利益は10飴程度であると査定した。

なお、上記減価率を考慮する上での割弓I率は将来の不確実性
に伴うリスクプレミアムも含まれている。

●不整形による減綴

対象不動産は不整形地であり、規模や最有効使用、有効宅地化

率へ影響等を考慮して減価率を下記の通り査定した．

個溺格差

率の判定

皇方路による増価 十2％

規模過大による減価 △2096
I

不鶏形による滅擬 A2蝿

総合 （ 相乗 ) A20% (1+A20%=0.80)



三鑑定評価方式の適用及び試算価格の調整

1．鑑定評価方式の適用

対象不動産の最有効使用は分割した戸建住宅用地とすることであるため、取引事例

比較法による比準価格と開発法による侭格を関連付けて鑑定評価額を求める。

なお、対象不動産は既成市街地に存するため原価法の適用の余地はなく、事業採算

性は開発法において考慮するため収益還元法も採用しないこととした。

2，取引事例比較法の適用

『別表－1比準価格試算表｣により、標準園地の比準価格を次の通り求めた。

上記価格に個別格差率を乗じて対象不動産の比準価格を次の通り試算した。

/㎡×0.80=■■■周/㎡<上四桁目四捨五入｡以下同様）

(ﾂ〉
3．開発法の適用

『別表－3開発法による価格の試算』により、開発法による価格を次の通り試算した。

なお、分譲収入は別表－4の通り取引事例比較法を適用し、規準価格との均衡にも留

意しつつ、標準的な画地である園地7の価格を求め、これに別表－8の通り各画地に係る

個別的要因の比較を施して査定することとした。

また、当該手法の適用にあたって想定した開発案ついては、下記事項に留意しつつ想

定することとした。（隙属資料『開発想定図｣参照）

①開発規模が8.770.43減(5.000㎡以上）であるため、開発行為等区域内の道路幅員
は6.7m(有効幅員6.Orn)を要する。また道路の交差部には隅切り(せん除長4～6rYI)

を要する｡(開発行為等区域に接する道路の内、東側市道には歩道部分が整備され
ているため隅切りは不要と判断した。〉

②開発規模が8‘770.43㎡<5.000㎡以上>であるため、開発行為等区域に接する道路の
幅員は6｡35mを要するものの、いずれも当該幅員を超えているため道路後退は不要
である。

③開発規模が8,770.43㎡(3,COOnf以上>であるため、当該面穂の3輔臆相応する公園
用地の確保と整備を要するため、263.$2痢の公園を想定した。

なお、皇方以上の道路に接面し、正方形に透い矩形とすることを想定した。

※土地区画整理事業Iごよりすでに公園等の整備のなされた区域内で開発を行う場

合は公園等の整備が不要な場合も想定し得るが、本件では保守的観点から原則通

り公園の整備を想定することとした。

④開発規模が8‘770.43㎡(5‘COO減以上）であり､第一種住居地域内にあるため、各区
画の面積は65㎡以上になるように区画割りを行った。

⑤開発規模が8‘770.43㎡(3‘000㎡以上)であるため､防火水槽1蕊(60㎡)の整備を要
する。

なお、防火水槽は予定建築物の各部から水平距離100m以下で、外壁から敷地境
界線までの距離として1m以上を礎保することとした。

g)
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標準画

比準 掴

池の

格 ■■■円／㎡

対象不動産の

比準価格 ■■■匿円/wi

開発法による

価格
I05,00GR/fYf



※豊中市開発行為等に関する手引きの他、豊中市都市計画推進部開発審査課や豊
中市消防局予防撫這対する聴取に基づく。

4.地侭公示価格等を規準とした侭格
『劉表－2規準価格試算表』によ夢標準蔵地織規準価格を次の通り求めた。

上記価格に個別格差率を乗じて対象不動産の規準価格を次の通り試算した．
138,00@"/㎡×9.80=1#0.000"/nf

5．試算価格の調整

■■■■円/㎡
105‘000円／痢

比準価格

開発法による価格

規準価格

Cツ
110.000門／㎡

(1)各試算価格の再吟味

各試算緬格1こついて．採用資料の適否、不動産緬格に関する諸原則の活用の適否、

要因分析の適否、各手法の適用において行った補・修正の判断の適否の観点から再吟
味し､手法相互の価格形成要因に関する判瀕の整合性を検謎する。
比準価格を求めるにあたっては、諒象不動産と代替競争関係が成立することに留意し
つつ、規模が類似した事例を採用しており、各事例の個別的要因、地域要因等について

も、適正に修補正を行っている。時点修正においても、同一螺給圏内の類似地域に存す

る公示地及び基準地の跨点修正率等を参考に査定した。

開発法による価格を求めるにあたっては、各法令等を遵守しつつ、区画割を想定し、当

該窪箇割に基づいて各区画の販売収入を取引事例比較法を採閑して求め､その現価か

ら造成工事費及び販管費等の現価を控除して試算した。

規準価格を求ぬるにあたっては、同一需給圏内の地価調査基準地を採謂し、適正に

補｡悠正及び地域要因の比較を施して規準価格を試算した。

(2)試算価格が有する説得力に綴る判断

以上の通り再吟味の結果から試算侭格は適正に求められているものと判断した。

本件では、比準価格は開発法による価格に比してやや高く試算されたが、これは､比準

価轄が価格時点緯おける市壌性を良く反映している反面、事業採算性や将来性に対す

る不確実性等を十分に反映し難いことによるものであると考えられる。

一方、開発法による価格は、対象不動産について想定される市場参加者である不動

産業者の視点に基づいて開発リスク等を良く反映し､理論的である｡しかし､想定要素を
多分に含むため試算価格が流動的になる点が弱点である。

本件では、想定される需要者が開発業者であること露鏡摸が大きいため事業期悶が長
期間にわた甥、将来の不確実性の価格への影響が大きいことを考慮し、これを適切に反

映した開発法による価格を重視迄、比準価格を鶴酌して対象不動産の評価格を109,001
円／㎡と決定した．

なお、当該価格と規準価格とは良く均衡しているため当該価格の妥議性を再確認し
た｡

の
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標準画地の

規準価格
138,㈹0円／菰

対象不動産の
規:準価格

110,000円/鰯



四鑑定評価額の決定

再度各試算過程を検討した結果、概ね各誇要因が反映され､再調整の要なきものと判断
し、上記で求めた評価格に評価数量を乗じて下記の通り本件対象不動産の鑑定評価額と

決定した。

109,000円／㎡×8,770｡43㎡毒956,000,000"

〈1㎡あたり109,000円）

なお､本件鑑定評侭においては､鑑定評価の条件として､想定上の条件が付加されて
いることに留意を要する。

以上

○

1

○

18

心



，

＜付記意見＞

一意見価額

※上記意見価額は後記二査定の条件を前提とするものである。

二査定の条件

本編鑑定評価にあたっては、鑑定評価の条件(地域要因又は個別的要因についての

想定上の条件）によって『地下埋設物として廃材、ビ忌一ル片等の生活ゴミが確認されて
いるが、本件評価において価格形成要因から除外する。』ものとしたが、本意見価額の査
定にあたっては、依頼者提示の地下埋設物撤去及び処理費用を加味しつつ、当該事項
を本編鑑定評価額に反映した場合の意見価額を査定する。

なお、その他の条件については、本綴鑑定評価における鑑定評価の条件に準ずる。

Q
三．査定の経緯

本綴鑑定評価で決定した更地価額から依頼者提示の地下埋設物撤去及び処理費用

を控除し、さらに当該撤去等に起因する事業期間の長期化に伴う影響を加味して意見価
額を査定することとした。

1．更地価額

本稿鑑定評価で決定した更地価額は下記の通莎である。

2．地下埋設物撤去及び処理費用
わ

依頼者提示の地下埋設物撤去及び処理登用(消費税込み>は下記の通りである。

地下埋設物

撤去及び処理費用
819,741.94フ円

Q

I * #､I や一一

19

意見価額
金134,000,000円

(単価15,300円／㎡）

対象不動産の

更地価額
956,000.000円

唾範漉 麹蛎凝

鼎 的 規 晦 馴砿 箆劇 弟径 ℃ 戯
La－－－▲一6－－

決 獅

エ＊ず &い難‘3.質嘩

亘路ビワ員 人 I 釦4腹託9ｩ演冨

反調エ乎廿 火 I §18．3屯．津， 瀦厭尉羅1.倉‘曾等

魔媛『京侭 犬 I 8財｡鄙0.り勢

其職fi蔑貸 八 1 》亀匂謝.訓：

腐喉喜錐芦 典 I $秘‘l2f.”§

．-fｵ種吋膝
一
ｍ 《 鞠.？“･轍4

』。 ?艶.豊子.§雲

jA貸蕊鍾島抄 鋤 侭｡竜94‘蕊

b唯7tl侭？



3，意見価額の決定

上記1の更地価額から上記2の地下埋設物撤去及び処理蕊鰭甕控除し､更'二当該撤

去期間に起園する宅地關発事業期間の長期化に伴って発生する逸失利益相応の減価

を講じて意見侭額を査定した。

*I *2 *3

（956,0“’㈹0円-819,741‘947門） × （1＋△2粥） 毒 134,000,00C"

〈15,309門／蕪〉

更地侭額(本編鑑定評価）

地下埋設物撤去及び処理費用

事業期間長調化に伴う減価率

地下埋設物撤去及び処理作業I運おいて想定されている期間は概

ね2ケ月程度であり､保守的観点から当該作業によって､鑑宥効使用
である住宅開発事業期間における販売収入時期も遅延することが想

定される，

従って､事業期間の長期化(二伴う逸失利益相応の減価率を下記

＊1

＊2

＊3

の通穆査定した。

q 1

〈1＋迦馳蕊‘>《2燗,‘'2ヶ月｝ 篝0'98-‘△2蝿
※1 開発法において採用した投下資本収益率

、

以上

'

9

20



別表－1比準価格試算表（その1）

４
１
■
０
１
１

○

f

別表－2規準価格試算表（その1）

符号
取引価格

(円／㎡）

事情
補正

時点
修正

建付減価
補 正

標準化
補正
補正後価格

(円／㎡）

地域
格差

試算比準価格

(円／減）

A
100
－

100

100．0
－

100

100
－

100

100
－

102
｜
鯛

００１

B
100
－

100

100．0
－

100

100
－

100
一
師

００１ 100
－

120 ■
C

100
－

100

100.0
－

100

100
－

100
一
鮒

００１ 100
－

125

P~、、

、ノ

ー 一 －

－－亨一
一

ー － － － － 一

いずれも同一需給圏内に存し唾規模が類似する更地の取引事例を採用した。
この内､事例Aは場所的同一性に優れた戸建住宅分譲素地の事例であり､規範
性が非常に高い。
一方､事例Bは場所的同一性が優れているものの､戸建住宅分譲素地の事例で
はな<､商業地の事例であるため規範性が相対的に劣る。
逆に這事例cは戸建住宅分譲素地の事例であるものの､場所的同一性に劣って
いる他､環境条件の格差も大きい。

邑
事例Cは参考にとどめ､事例Aを重視し､事例Bを鶴酌して比準価格を
円/㎡と決定した。

標準地等番号
公示価格等

<円／㎡）

時点
修正

標準化
補正
補正後価格

(円／耐

地域
格差
規準価格

(円／㎡）

豊中(府)9-2 127,000
100.0
－

100

＃00
－

扣0
127,000

100
－

92
138,000



別表一ゴ 比準価格試算表LC ､○明細 ） １
１

b

(年悶〉

《年鋤》

《年闘》

I瞳6年1月1日～H26fl2月諏臼

腿7年1月1a－H27年12月31日

H28年X月1日～H28年4融巳《侭柊時点）

土q鯰

土Q砿

土O鯵

一~

別表-Z規準価格試算表 （ 明細 ）

符号

取引事例の概要

噸在②堆狼 ③形状《隅｡×奥行》

伽型⑤徹蹄象件⑤交通･脹近粂件

⑦画填儀件⑧行政的象件

帆引時点⑪取引匿格

事情
柚顕

時点修正

⑨

逮付減砥
披 正

函鋤④

構準化
補 正

地 域 婆 因 の 比 並

衝銘条件

⑤

交通。推近粂件

⑥

躍境錐件

姻迩土地判砺の硬遼》の

行政的象件

⑧

その他の条件 地堪掩運

(棺無頼）

準
地
楓
麗

②2”戯

③整影(鱒×5"n)

(癌捲時点）

織鎚年4月I臼

X16m市遊

F＝ ー

100

字

阪全 庄内販

趣西方 Ww70m
－

I

－

100

共同住宅や戸廸住宅簿が
混在する住宅地域

I 1伽

1住居(6α2“》

声

I

ー

#00

ー ー

’
ー

100

ー
1的

A

①昼中市鰻郎寿町3丁曾

②！‘3"耐

③ほぼ墜形《23×56W,》

⑱ ■■円／㎡ 100

《取引滕点》

瀞26年4月上旬

『
ー画一ー

1恥｡@

ｰ ー

更地

ー■I■■■I■■

約0

角地 娘

102

"6.am索遮

軽愚 △2

系絞 △3

可
“
ヨ
．

95

鷹＆風鰹詠餓粛滅方輸y鈴

３
０
汰
圭

蝉
聯

ー ■■

100

ー

声連住宅の他c駐車蝋等
も見られる住宅地峻

住適喰､鍾麗の状皿△10

地質･地整の松遜◆80
W

I 1恥

1住居(ぬ/2“》

『

1”

一一

1”

ー

95

B

①亘中市漣榔丁目

②2“減

③不残形如×“、）

⑯ ■■円／㎡ 4

ー

100

函

侭引時蕊）

撒20年3月下旬

戸一一一

ﾄ

ﾄ

1”､0

函

‐

D

F

P

更埠

ーー~ー

1“

ー

雲方悠 ◆3

不整形 △鱈

セツトパツク △2

86

北21．7m府道

躯員 士｡

系技 翅

『
102

唾■■羨縛貌爾箇力的0.fhm

駅挨近 △Z

駅性絡 土、

98

府遵婚いに店錨や事案所
零が混在する蘭象地城

錠珂喰､塵漬.多纏健◆10

娩質･雌璽の状態 ・10
‐ ー

120

1住膳《”2”》

《－鱒準住屠地壊《”麺》）

函
Ｉ
1

1

~

100 I 1”

1釣

C

①昼中市東量中町2T目

②’β“㎡

③やや不整形《”×35m）

⑬ ー／耐 1伽

■■■

《駁引時点）

H26¥1月下旬

I

~ー

100,0
P

更地

100

やや不堕形△$

99

航邸、市遊

欄員 △3

系統 △3

I

I

、
一

“

ー

極暑一分汐糞旗正方…

釈接近 ±9

駅性桧 △2

I
ト

レ

99

共同住宅や戸連住宅寺が
趣ち並ぶ潟跡な住宅地城

性適職､鍾翻の状態 ‘轍O

地質錘鰹肇の状態◆麺

’ 漁り

1低専““0〉

風致地区

縦靭の極度 △3

1 97 棚0

125

＝

①
②
③
⑯

『一一一＝■■ー■■､■

1

＝

1
1

一~画

1

1

一 ー

●

ー

ｰ

①
②
③
⑩ I

I

1

’

､』

『
』

＝一■■■ ー

、 I
I

＝■■■ ■■■ ■■

’
Z

揮単地
等番号

公示地寺の鰹要

①所在臘檎③形炊《鶴口其奥行）

蝋型翻鐵魚件⑤変通･纏近袋件

伽填象件伽政賊件

⑨優絡賛点概示逼絡等

事憤
械正

時点修正

⑨

漣付減伍
捕 正

撫鋪化
檎 正

地 壌 妻 ． 因 の 比 較

侭路象件

⑤

交通･接近条件

⑤

璽喰粂件

㈱辺土地利潟の現現）⑦

行政的黛件

③

その他の象件 地域絡差

(相象楓）

匁中《府）
g-Z

①亘中市漣撒丁目2養67外

②“$㎡

③台形《腿画対奥行比1:1.5)．

⑩ 127,000円／㎡

(基鎮璽）

H27年7月1臼

I 1伽.0

懸状 土0

1

1
鯛0

49m市遺

０
３
士
△

員
裁
幅
系

【
97

厘急庄内駅土西方釣睡彫斡

駅接近 △2

駅性格 全0

’
’
98

中小規獲のエ場．倉庫.君
象所等が混在する地岐

住遍填.渥麗の状璽△20

地賛､地鐘の状遡◆30
一一 ﾏ ｰｰｰﾛ ■=■ ~司一 ﾏーーー

90

準工《6W2鋤

『
－

1”

規擾槍差 粥

分雄に唾る有効宅館化
事や”扇蘭の桧差導
を考竃し垂定した

ー ー

●

108

92



別表一s

､○ ､○

【開発スケジュール】【開発計薗】

《

213－14151 71 gllOlllll2113I-14I15I161171181191201211趣1画'241251261271281291301311321詞'301351361詞138139140

(“避可等》

戚工 Ａ
燕

▲
一
恋 驫
澪

了

賑

入 △
一
独

△
一
熱

△
一
癖分狼収入 鯛馳｡7”.o“門

別嚢－6記絃鰯通り
頗売黄及び
－m毎画”内駅は下記の通り 63‘60go“円 ▲

一
率

▲
狐

▲
一
泌

造成エ事残 ▲
一
郷円

円
円
円
円
円
円

伽
皿
伽
剛
伽
伽
卿

泌
沌
詑
鋼
釦
鋤
沁

劉
ｐ
ｊ
β
β
β
β

１
３
画
画
澗
４
麺

準儀工事

土工事

排水工事
道路工事
水道工事
鮒帯工亭壁
直捜エ享焚

〈整地》

(磯装･鰯侮渭）

ー

注）△:平均釣収入時点および副合▲： 1、

《上記小針）
【複科現画】

目画捨五

版売残及び 分嬢収入の89罐計上
一般管理費メ.3”,7…円 x 896= 105muO"R

投下資本収益率 年11鈴と壷定

【騰発法による簸格の賦算】

(A》収入の複利現僅= (B)支出の複利現価

1.“2.4臓鈍3円． － 143b""0286R

＝開発法による砥格

一

一

bウ

＄面靭 ’ 31 i一月 I 震 象） 8b770.43, 1’①

開発 Z域圃 i 稲 8.770.43㎡ I②

濃地
開発

檀
遊蔑-翻発公園･防火水 2期鼠“前 ③

調 効宅地面 1 厨 6b6渦‘791V ④

有 効 目
■
宮 76.1馴 ④÷②

桑会所､その他公益魔殴
＝

グ ﾐ要

区 画 I
Ｐ
ｒ
ｂ 錬園画 ㈲．

陛 分臓 圃
ｑ
ｄ
０
ｑ 費 6.67479Ⅳ （6）

‐

』 z 均分 ’ I I 遍糖 80942向 ⑥÷瞳》

凝目 割合 金 額
(円）
翻引期剛
（月）

祇利現甑率 複利現置
<郷》

収
入

分嬢収入

〃
〃
〃

合 肘

粥
船
齢
鈴

犯
釦
郡
加

39期”'0”
392910.0”

261'94M”
261.940mO

1309.7Ⅸ…

４
２
０
８

１
２
３
３

鎚
弱
“
鯛

0,88

0芯2

0.77

0画”

347.882,514
324畠04β“

20噸98.576

188期0.”4

(A) 1p6l 5s4〈

支
出

遭成工事錠

や‐一一一一一一今a

康売費及び
一般管理費

一心●一幸‐~やー“

金 齢

3096

30発

40“

峰蕊輔
郵“

”鈴

2○粥

ーq‐~＝句

麺
姻
蝿
測
０
０
０

坪
恥
岬

蝿
側
測
搾
訓
釧
鋤
鋤

９
９
１
１

苧一一今冬“卓ゆｰｰ＊必

~一一一一一一一年一一一一一一一｡■ー｡－q

！““0.”0

４
９

や卓毎句
４
．
４
２
０
８

１
７
２
３
３

》争争や

Q“鑓

0.9247

…--..-9:蝉&．
0.8854

08259

0.7704

0周7188

18.42M64

17β“〃6
225認島76

吟一一｡｡~‐←‐傘や一卓一一一マーーーーロ

27.鯛“”

26皿5β50

16,”8A”

15“｡β”

■－－－~αや一ー一一ｰマーー壼争隼や争勺や

(B） 143b770.286

《

919“0“0円

105“0円／㎡）



別表－4比準価格試算表（その1）

歩

膠
別表－5規準価格試算表（その1）

符号
取引価格

(円／㎡）

事情
補正

時点
修正

建付減価
補 正

標準化
補正
補正後価格

(円／㎡）

地域
格差
試算比準価格

(円／耐

．
＃00
－

100

100.0
－

100

1加
一

100

100
－

98
一
的

００１

E
1｡0
－

100

100鯵0

100

100
－

100
｜
鯛

００１
一
卵
．

００１

F
100
－

100

100．0
－

100

1帥
一

1棚

100
－

例
一
髄

００
縄
１

－ －宝室二宮冒画二二一 － － －

一 － － － －

－デ

いずれも代替競争鴎係が謹められる同一需給麗内の更地の取引事例を採用し
た。
採溺した事例はいずれも庄内駅から徒歩圏内に位置し､場所的濁一性が高い。
この内､事例Dは地域格差力蟻も小さく､規範性が最も高い。
一方､事例Fは住環境力噛る細街路沿いの事例であり､地域格差が最も大きい。
従
7）

Eを加味し､更に事例Fを鍵酌して標準地(画地
た ＠ J

なお､別表-5の通り規準価格との開差は約4％であ妙､概ね均衡しているため､上
記比準価格の妥当性を再確認した。

標準地等番号
公
ー

ホ 価格等

(円／雨〉

時点
修正

標準化
補正
補正後価格

(円／㎡）

地域
格差
規準価格

(円／㎡）

豊中-1,S 185＃000
絶0愈
一

1go
｜
鮒

００１
186,鯛9

施0
－

100
187伽000



、
勇
一
／

ｆ
、

（
巨
埼
）

（
霞
塒
）

蕊
+1判

（
蕊
謡
）
踊
鰄
穂
罪
翠
糾
轆
晩
ｌ
踊
霞

《
轡
雷
翠
蝋
》
璽
毒
唾
慰
甚
塁
９
１
厘
戸
亜
一
勝
罵
工

画
高
煙
霞
塒
蕊
室
９
３
国
《
鍾
一
婿
厨
態

（
畢
窓
ｎ
ｙ
撫
域
鱸
塑
里
糾
遥
寸
ｌ
慨
霞

碍
裁
残

’ N 園 目 u U
燭
隼
撃
碁

~ ~~~~~ﾛ

鐸
鐡
ｅ
図
郷
璽
曇

謝
窪
浸
饗

″
・
日
田

“
■
ｑ
ｐ
○
勺
、

傘
畷
ｅ
製
ｅ
＊

急

故
鎚
濯
掻
咋

〆
電
戸
月
鳫
６
８
翻
曾
十
億
目
、

挫
噸
鱒
蟹

｡

堂
磯
劇
鰹
・
鯛
獄

＠

土
噸
琵
蜜

gー

’
1

｡
。
ｰ

一

《
ｇ
錘
ご
掌
礎
蟻
戸

燈

。
。
↑

磐
蟄

騨
趨
埼
潤
擬
製
蕊
縛
謹
製
鰹

陰
欝

鼬
麗
稗

鱸
鴇

潟
授
慧
越
屋
患

縫
穰

膣

師
の

｡
。
ｰ

。
。
》’

I
U

へ
『
厘
壺
郡
堅
藪
、
銭
岨
幽
毎
必
祠
〆
一

蝉
金
一

I○一
十

○
画
剣
竜

‐L
饗
導
ｅ
類
碧
愈
譲
碧

翻
導
ｅ
鋼
製
鍼
罫
溌
趨

登
曾
僻
趨
噂
縛
心
鴎
や

緋
晦
終
婦
”
製
ｅ
岬
趨
鎖
風

。
。

○
制

＝

L"
禦
蕊
罰

、
の

＠
判
塞
曜

一
ぐ
唾
理

I

L

‐
鯨

膣
（
つ
む
》
、
●
の
）
鐸
哩
抵
》
↑

陰

瞳
昌
十
翻
導
ｅ
鯛
裂
．
叙
響

壁
ぐ
掛
導
ｅ
閥
凶
〃
罫
鱈
塾

野
碧
僻
遡
癒
帝
鵜
細

義
僻
趨
鐘
抵
製
島
窪
溌
鐙
蕊

誇
十

溌
鰯
雪

辱
５
９
露
侭
綴
蚤
儀
掛

鰯
嵐

膣

鍼
ぐ
で
ぐ

損
鐸遮遜

鳶理際
毎

残

膣

斡
唖

。
。
↑

。
。
↑

I

ー

（
・
画
一
へ
○
・
》
画
函
麹
》
声

○
ｍ

○
一
今

唾
謬
誉
ご
溌
璽
。
鎮
碧

曇
“
ぐ
翰
導
ｅ
麗
域
・
雲
縛
超

轡
雪
仰
趨
却
七
轟
憧

證
僻
鑓
製
紅
型
島
裳
潤
甑
蕊

＠
判
劇
騒
露

鯵
ざ
溜
露
侭
陶
等
啓
硬
燭

鋤
圏

。
。
》

鋼

”毎．

ぐぐ

實臺篝
錫
慨

’

一

切

L

L

L

P

P

卜

L

’

L二

L

L

L

筆圏

番

懸漂

唾
毎

~画L

画
ぐ
（
掴
〉
製
侭

》
ぐ
《
媒
》
趨
侭

上
ｰ

函

唾
ぐ
心
謬
Ⅷ
塾
撤
や

一
ｑ
《
澱
》
勤
倹

L
③
覇
琶

縄
深

遠
漢
轌
製

雲
○
・
一

一

饗
獄

冨
一

一

聲
嵐

○
・
一

－

③
燭
拳
種
溌

国
一
睡
守
階
篇
工

《
姪
糞
毒
遜
》

、
。
や
。
一

鐙
牒
瞳
噂
鍵
繍
工

（
輕
溌
憲
凝
》 罎

辱
牒
錘
の
叶
罵
工

（
唖
濫
顯
鋳
）

漬
隣
武
冒
讐
爲
工

《
唾
麓
而
畳
）

。
。
。
。
ｰ

一 ■■■■■■■ L
○
つ
ｰ

郷
諺
ｅ
霞
鋒
諒
醤

塑
璽
添
畳
鑑
唖
粛
扉
曇
繊

鱗
磯
糧
耀
転
懲
拳
蟻
奏
蟹
急

拳
雀
湧
拳
鋼
蹴
、
傘
扱
魔
猿
轡
謝
屡
、

《
醒
壺
“
×
画
舞
琴
鐘
琶
牽
鈍
）

鐸
愛
③
簿
娠
⑧

令
畠
貰
等
蔑
蟻
趣

箸
ｓ
憲
一
③

寝
、
露
■
一
室
■
■
。

轡

索
鳥
烹
冒
）
幾
鰯
退
進
③

這
罵
一
露

園
壗
句
冒
３
Ｅ
３
亀
麿
酔
日
う

堰
、
鈩
曲
■
■
■
。
②

（
豊
質
量
〉
蕊
劉
泌
逼
、

壇
８
－
⑧

皿
膀
園
鐘
糾
駁
出
催
骨
鯛
⑧

糧
、
坐
■
二
■
■
。
②

《
Ｅ
量
其
ｓ
選
劉
逃
蝕
③

這
８
－
③

●
唾
ト
ー
猿
播
遭
劉
捲
番
劃
⑧ e③③ 曇 S③③ 、

窓
裂
掴
~ 。 錘 仏 力 i

馨
麹
合
圏
闘
灘
製

鯛
惣
轡
曾

へ

画
一

巌
犀
）

赴
愁
ｅ
望
ｅ
＊

雪

並
畷
鍾
掛
に

ｅ
蘭
欝
ｅ
霞
薄
餐
制
尉
鼠

堂
縦
雪
窪

。

詮
磯
瞬
潔
。
嘱
織

曇

掌
懇
嶺
這

9
ー

つ
○
一

当- ‘

g
←

Iー
合
翼
議
導
遊
超
声

｜
Sー

ｰ
1－

○
掌
鰯
箒
ｅ
額
磐
・
領
響

賃
ぐ
釧
邸
ｓ
圃
遡
・
罫
懸
趨

蟹
碧
僻
蟻
岬
暮
必
餓

拶
圭
；
て
ト
塑
讐
曾
僻
趨
義
Ｉ

”
。
ｰ

軍
製
撫

■
ザ
・
Ｐ
ｂ
Ｆ
ｂ
Ｐ

１

Ｌ

Ｅ

Ｐ

雲

巳
▼
卜
ｂ
８
８
Ｂ
Ｆ
ｂ
卜
Ｐ
」
Ｄ
Ｉ
Ａ
ひ
ａ
Ｒ
け
。

I

鋼

層
で

霧

＠
Ｍ
詞

画
舜
凶

唾認
碧牒

へ
②

豊潤

箸

馨繁

の
②

1

ー

一
ぐ
《
鶴
〉
筆
侭

機
拳

穣
驚
転
麹

、
掛
畿
域
麓

○
づ
○
一

一

璽
蓉
唾
一
勝
患
エ

６

１

旧

Ｉ

Ｐ

燭
漂
撃
嫁

鰯
室
ｓ
稀
勢
鴫
錨

鯵
奪
遵
鵬
讃
舎
媛
窪
塞
塵
懲

傘
鞭
君
渇
嘩
②
逵
綴
寡
唇
⑧

傘
畷
掴
筆
・
鋼
獣
轡
鱗
鶴
媛
鍾
③
裁
竃
愚

《
囎
感
×
園
鍾
）
彰
蔑
③

鐸
袈
③
幽
潅
ｅ

這
、
圧
。
ｇ
嶬
雲
琴

含
豐
鐡
奪
啄
寮
画
室
》
裟
鍛
塑
職
③

濯
ぐ
鼠
③

屯
ケ
唖
■
局
■
Ｆ
町
■
■
Ｕ
日
■
ｑ
Ｄ
Ｂ
■
口
■
「
ｐ
Ｌ
ｈ
宮
四
日
■
●
吟
酔
－
戸
０
４
■
切
り
、
心
ロ
炉

鎌
繊
維

製
艦
辱

芭
缶
Ｉ

昏
暇



別表－6

園地
番号

地禰
圏地
数
魔蟻惣逼掃
(醗地7》

麹 溺 。 ！

街鐇
糊員》

衝路
《系銃）

方位
接遭
状溌

h 4

、
匠
■
ひ

形我
公囲
頗接

総合
《棚象》

絡差率
各菌地侭機
《蝋癌）

各闘地侭播
《捻蝕）

簸売穏麺

I 116.69wf
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取引事例に係る時点修正率の算定根拠 別表1，2関連

事例番号 取引年月 価格時点

１
８
口
■径過損

平成26年佃 平成27年劉 平成28年間

① ② ③

変劉
平， 戎2’ 途

ロ
守
口
， 函 平成21

年間
④月間
(年間÷
12ヶ月）

年間

一

率

1年綴 平届 陸

⑤月間
《年間÷
12ケ月）

年間
⑥月間
(年間÷
12ケ月）

取引躯例に係る時点修正率

平戒26年卿

(1-(i)×鋤
平成27年間

(I＜聾x⑤》
平成”年間

"-③×⑧）
左記相乗
×100

A H26年4月上旬 鋪28瞬月頂 9ケ月 ヶ月 3ヶ月 士0.0％ rOb00% ±0.慨 ±0.00％ ±0.0％ 堂0.00％ 1.0000 1.0000 卿000 100.0

B “26年3月下旬 厩28年4月1日 9ケ月 12ヶ月 3ケ月 ±0.0粥 rO.OO% ±0.“& ±0.00淵 士0.0％ *0.00% 1.0伽0 1.0㈹0 1｡000 1側.0

C H26年1月下鋤 l-I28年4月$臼 11ヶ月 12ケ月 3ヶ員 ±0.0％ ±0食00％ 全Cpも ±0.00％ *Q0% ±α00％ I.0000 1.0000 1.0000 100.0

ー

－

規準 H27年7月1国 '-128年4月1園 6ケ月 3ケ月 ±0.09§ ． ±0.00% ±0.0％ 夫0．00％ 1.0000 1.0000 100.0



e 取引事例に係る時点惨正率の算定根拠 a 別表4籍5関連

ヨの舎

事例番号 取引年月 価格時点

４
．▲

9蜂臘湧

率俄悲年間 平戒”年職I 平成”錐州

① ② ③

変璽
二
巳
｝ z周 ；21漣

嘩
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亭

珈
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~

品 z成21

年間
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(年間÷
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、
▼ ．、
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罰
ど
ゆ
ロ
Ｉ

［

平成28企
胃

劉

⑤月間
(年悶÷
12ヶ月）

年間
⑥月間
(年間÷

12ヶ月）

A

取引事例に係る時点修正率

平成26年間

(1･frx@)
平成”年間

《＃寧鋤x轍
平成28年間

(I-@x"
左記相乗
×100

， H27年9月下旬 H28年4月1日 3ヶ月 3ケ月 ±0.脇 ±0.00％ ±0.0％ 土0,00鴬 1△O”0 l.0000 100.0

E 脚27年5月下旬 卜128年4月0日 7ヶ月 3ケ月 ±0.0％ ±0,00% 士0.0?§ 土0.00％ 1.0000 1.0000 100.｡

F 織謝錐”月下句 H28"4RIB 2ヶ月 3ヶ月 土0.0鷲 士0.00灘 ±0.0% 士0.00鷲 1．棚00 1心000 100.0

一

ｰ

規準 減28年幅I圏 H2""月＄圏 3ケ月 土0陰0粥 土0.00鴬 1.0000 100.0
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(別紙）

仕 様 書

(鑑定評価依頼‘条件〉

1．委託業務塞称

国有臓産の鑑定評価委溌業務 （豊中市野霞町1501番）

2‘鑑定評価依頼財産

所在地 大阪府豊率市野田町1501番

区分・数麓 土地 （宅地） 8， 770，43㎡

3．委託期間

契約締結貝～平成28年6月10a (金）

心 4，委能業務の内癖
（1）業務内容 評縫依頼財産の 売払い に係る鑑定鮮価業務

（2）評価対象不鋤麗上龍2記餓の鑑定評縫依頼財産

〈3〉財産の類型 更地

“）価格時点 平成“28年4月 1 筒

(6)価絡の種類 態常髄格

（6）評綴数斌 実測による。 （当煽提示図面による。 〉

（7）評価の目的 売払い

（8）その他の条件

平成28年4剛4属付職空舗第17号坏鋤産鑑定評価臆ついて〈依頼> j

（1.地下埋設物撤去概算額について2.軟弱地綱ごついて）證考癒し鑑

〈依頼> j

ゴ
ロ
■

唾

に基づく内容

證考癒し鑑定評綴すること。

5．鑑定評価書

（1）鑑定詳綴霧(原稿）の提出

の提出蔓時 平成28年 5息20属 《金） 午後 5 時

②提出場所、 大阪市中央区大手前逢丁嘗1櫓76号

大阪合同庁舎4号鐘9階

近畿財務局管財部統括国有財産管理官（1）

③提出部数 1 部

〈2〉鍵定評価書く正本）の提鶏 ′

の提出日時 平成28隼5月瓢日 《火） 午後 5 時

②提出場所 上鍵（1）の②と洞進

③提出部数 正本1部、副本2部

〈3）濫定騨髄答の番式及び籠職要領等

①「不鋤産鑑定評価群の標準番式及び記鍍要領」を参考に当溺指定の犠式で作成すること。

②鑑定警はA4判とする。俵紙もA4")

③使用文字は黒色、ゴシック体、 11ポイントとする。

C



6．燈定評価上の留意事項

（1）不戯産鑑定評価基準に則った鑑定評価を行うこと。

（2）鑑定評価の過程及び査定した数値〈格差率等）の根拠を分かり易く詳細に記述すること。根拠の記
戟に当たっては、 『判断した』等の定性的な検討に留まることなく、多面的観点からできる限り敷
値。算式等を用いた分かり易い鋭明を行うこと。

（3）近隣地域の標準価格から対象不鋤産の価格を比較して求める手法を採用した場合、標準的使用を具
体的〈低層、中層、高層等の区分、用途等)に記戦するとともに、標準的使用と漂準価格の査定内容
は整合させること。

（4）最有効使用の判断に当たっては、市場の動向を十分に分析したうえで、典型的な需要者がどのよう
な価格形成要因に着目して取引等行勤をとるかについて不動産鑑定評価番に分かり易く根拠等を記
戦すること。

また、最有効使用は、具体的(低層、中層、高届等の区分、用途等>に記述すること。

（5） 収益還元法(土地残余法>、開発法の適用について

①原則として、評価対象地上に想定すること。 ．

②最有効使用を戸建用宅地分餓等の分割分鱗素地と判定した場合は、開発法を適用L,、土地の分
割等の造成計画図等をCAD等で作成し添付すること。造成計画図には、必要施設（例：道
路､公園、調整池、ごみ集載場等〉を記職すること。 ．
③最有効使用を共同住宅等の建物の敷地と鞠定し、収益還元法又は開発法を適用して建物を想定
する場合は､想定建物の平簡図等の基本的な建物計画図等をCAD等により作成して添付する
こと。想定建物の計画にあたっては、蕊本的な建物針画図以外に、建築概要、 日影規制及び斜
線制限等の各種法律等に抵触しない堂とが分かる図面を添付すること。
④開発法の適用における総収入の査定にあたっては、類似する分餓事例から比準を行い基準とな
る画地(又は住戸）の価格を査定し、その基準画地（又は住戸）との価格形成要因の比較を
行った各分割分譲地及び各分簸部屋別の価格算定表を添付すること。
⑤収益還元法の適用における総収益及び必要賭経斐、還元利回り等の査定にあっては、市場の実
態を十分に分析のうえ、参考とした収益率例の概要を示す等によって、査定の根拠について分
かり易く記載すること。

（6） 取引事例比較法の適用について

①適格性の龍められる取引郡例を多数収架して逓択する等によって、適切な取引事例比較法の適
用に努めること。

②取引事例の選択にあたっては、以下の点に留意すること。

・裁判所の競売事例及び当局の処分蛎例を取引燕例として採用しないこと。

・取引事例で恋情補正を行うものについては、内容を十分に調交のうえ採用すること。

・取引挙例について、個人繍報保謹に鯛する法律に基づいた表示で記職すること。

地域要因等の格差率の査定にあっては、地域の実傭を分析し、画一的な格差率を根拠としない
こと（例えば、検証なく士地価椎比準表（国土交通省監修）によって格差率を査定する等） 。

（7）次の期間にかかる時点修正率を併記すること。

平成27年7 月 1 属～平成28年 4 月 1 日

平成28年1 月 1 日～平成28年 4 月 1 日

＊：算定根拠(採用した年率、計算式）を記戦し、表示は小数点鋪1位まで表示すること。

（8） その他

①不励産鑑定士自らが現地調査､行政機閥等の調査を行うこと。不動産鑑定評価密には､行政機
関の照会先又は調査方法(調査年月日、担当課、担当者等〉を記戦すること。なお、調査結果
と当局の物件鯛審の記職とに蝿耀があるときは、連絡すること。
②評価依頼物件に建物、工作物等が含まれる場合は、不動産鑑定評価魯の『一鑑定評価額及び
価格の種類』の欄にそれぞれの鑑定価格を記戦すること。 （0円と評価した場合も龍戦するこ
と。 ）

‘ ③開発法又は収益還元法の適用において建物計画又は宅地鯛発計画等を提挑業者に依頼する場合
は、提携業者の成果に閥する合法性、市場適格性等に関する不動産鑑定士としての判断を行う
等によって精度管理の徹底を図つたうえで、提挽業者の成果を活用すること。
④埋臓文化財、土壌汚染、地下埋設物の調査においては、出来る限り詳細にイ）鯛査内容(聴取

先、聴取年月日なども併龍） 、画〉鯛査結果、ハ）価格への影瀞について記戦すること。
⑤セットパック鎌がある場合は、当局が作成した図面を使用すること。当局が作成した図面がな

い場合は、当局の図面を使用し､該当部分を表示のうえ面秋の勢騨式も記載すること。
⑥不勵産鑑定評価番（原調、正本）の提出にあたっては、不勤産鑑定業者の業務実施態勢に関す
る業務指針(公益社団法人日本不動産鑑定連合会）の別紙3 『成果報告番等審査項目』を用い
て該当部分をチェックし、提出すること。

つ

0

○



⑦驍字､脱字、計算ミス、方位記戦ミス、項目番号の不整合性等のないように、提出時には事前

に検鉦して提出すること。

⑧不勤産鑑定評価書(正”副本）には、以下の資料を添付すること。
位置図(対象不動産、取引事例地、公示地等を記戦したもの） 、周辺図〈近隣地域の範鴎、対象
不勵産、標準的画地を記戦したもの)、実測図、公図〈写)、登記の全部事項鉦明書(写） 、各種
溺査報告書(抄)‘，． （個別要因として判定した場合） 、翼況写真、履歴管理表、その他関係図面
等

なお近隣地域の範囲を周辺畷において函示した場合でも、不鋤産鑑定番本文での龍戦を省略し
ないこと。

7，業務遂行上の留意事項

（1）艦定解価の条件について、変更、追加又は削除等の必要がある場合には、別途双方で確認のうえ、

その取扱いを決定するものとする。
（2）不動産鑑定評価書(原稿)の提出後に当局による審査を行う。この審査は、 『国有財産評価基準につ
いて』 （平成13年3月30日付財理第1317号通達）に基づくもので、不勵産鑑定評価書の内容腱つい
て、事実関係等の誤認の是正及び疑問点、不明点の再検討等を要鱗するものである。受託者は、当
局の審査を受けるにあたっては、以下の事項を了知のうえ不動産鑑定評価番(原籍)の内容等につい
て分かり易く説明し、鰄意をもって対応すること。
①鑑定評価の各段階について、当局から質悶等（以下『質問等補完要綱』という。）を行う。質
問等補完要舗腱は､惑実関係等の誤認の鐙正及び疑闘点、不明点の砿潔に対する園慈・瀞検討
のほか、査定根拠等の追記及び関連礎料の提出､鑑定評価の手順･判断等淀騨する事項の再検
爵、惨正等の要請が含まれる。
②質問等補完要鯖に対しては、単に「判断した』などの表現に留まることなく、数値等を鰯いて

査定した根拠，考え方等について分かり易く脱現し回答等を行うこと｡
③質問等補完要諦は、その程度に応じて数回に及ぶことがある。これらに要する費用は受難者の
負担とする。

○

8．鑑定評価番〈正本）の按査

鑑定評価書(正本）を受領後、当局による検査を行う。この検姦は、会計法第29条の11第2項の規定
に基づくものである。前記7． （2）の審査を経た鑑定解価替(正本)であうても業務仕様が満たさ
れていない場合には検壷が不合格になる溺合がある。

9．業務期間後の対応等

（1）本業務により受領した不動産鑑定評価密の内容について、訴訟等において説明等を求められた場合
には、本業務を受託した不動産鑑定業者に対して、追加蜜料の提示及びその内容の説明等を求める
ことがある．

（2）上記の説明等を求める期間は、本業務の受託期間終了後5年間とする。また、これに要する饗用は
受託者の負担とする。
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哩 10．照会先

担当部署

TEL

FAX

近畿財務局管財部首席国有財産鑑定富

06－6949－6359

06…6949-3670

近畿財務局管財部統括国有財産管理富(1)

06;－6949－6386

06－6949－6112


